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北海道管 区 行政評価局

国の行政機関における障害者への配慮等に関する実態調査

＜調査結果に基づく改善通知＞

今回、北海道管区行政評価局では、国の行政機関における障害者への配慮等を推進する観

点から、①障害者就労施設等からの物品等の調達状況、②障害者差別解消法に基づく障害者

への合理的配慮等の取組状況、③庁舎のバリアフリー化の状況等について調査し、その結果

を取りまとめ、必要な改善措置について関係行政機関に通知しましたので、公表します。

本調査は、北海道における国の行政機関が実施するハード面とソフト面の両面からの障害

者への配慮等をテーマとした初めての調査です。
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国の⾏政機関における障害者への配慮等に関する実態調査（概要）
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背景等
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国の⾏政機関は、⾃ら率先して障害者への配慮等に取り組むべき主体
国の⾏政機関は、障害者優先調達推進法（25年４⽉施⾏）に基づき、障害者就労施設等から優先的に物品等を調達する努⼒義務
また、障害者差別解消法（28年４⽉施⾏）に基づき、障害者の社会的障壁の除去について合理的配慮の義務

これら法制度の施⾏
状況を調査

このほか、バリアフリー法の施⾏10年⽬に当たり、庁舎のバリアフリー化など障害者への配慮等に関する過去の調査の改善状況を調査
以上について、来庁者が多いと考えられる道内の国の主な⾏政機関60機関を対象に調査（調査事項により対象機関数は異なる）

調査事項 主な調査結果 主な改善通知事項

１ 障害者就労施設等から
の物品等の優先調達の推
進

調達⽬標を毎年度達成している機関は11.1%にとどまる⼀⽅、調達実績が全くない機関が
37.0%である等、優先調達が⼗分に進んでいない状況

施設等の情報把握の充実、施設
等から着実に調達できる⼿段の
検討等

２ 障害者への配慮等の推
進（ソフト⾯）

研修の実施主体である機関のうち11.6%の機関では、障害者差別解消法についての研修が実施さ
れていない状況。また、バリアフリー化情報等の提供がされていない機関が過半を占める状況

職員が差別解消法や対応要領に
ついての研修を受講する機会の
確保等

３ 障害者への配慮等の推
進（ハード⾯（庁舎のバ
リアフリー化））

バリアフリー法の施⾏後10年が経過した中で、前回調査でバリアフリー化基準に不適合事項につ
いて改善を指摘した機関のうち、59.1%の機関で未改善の事項が存在 速やかな改善措置等

４ その他

⾃動体外式除細動器（AED)  
の適切な管理等の推進

前回調査で改善を指摘した機関のうち79.２%の機関が改善。⼀⽅、20.8%の機関では点検記録
がなく点検の実施状況が確認できない等不適切な状況

点検結果を記録し保管すること
の励⾏等

受動喫煙防⽌対策の推進 敷地内禁煙⼜は建物内禁煙を実施している機関は１割未満にとどまり、道内の国の⾏政機関にお
ける受動喫煙対策に遅れ

屋内喫煙室の廃⽌や屋外喫煙場
所の設置の適否を検討等
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１ 障害者就労施設等からの物品等の優先調達の推進
制度の概要等

障害者優先調達推進法に基づき、各省は、優先的に障害者就労施設等から物品や役務を調達する努⼒義務
各省は、優先調達を推進するため、①調達⽬標の設定（※各省とも「前年度の実績を上回ること」と設定）、②障害者就労施設等に関

する情報の収集、③随意契約の活⽤、④本省等による⽬標管理や改善指導等について定めた「調達⽅針」を作成
今回、調達権限を有する27機関を対象に、障害者優先調達推進法が施⾏された平成25年度から27年度までの調達状況を調査

主な調査結果

調達⽬標を毎年度達成している機関は27機関中3機関（11.1%）にとどまる⼀⽅、調達実績が
全くない機関が27機関中10機関（37.0%）である等、優先調達が⼗分に進んでいない状況

● 調達実績が全くない
もの10機関（37.0％）

（理由）
・ 障害者就労施設等の
リストや施設等から調達
可能な品⽬等の情報の収
集・検討が不⼗分

● 調達実績があるもの17機関（63.0％）
うち調達件数が⼀桁のもの10機関(37.0%)、毎年度⽬標達成しているもの３機関(11.1%）

（優先調達の⽅法）
・施設等と⼀般事業者との⾒積り合わせ
等（７機関）
⇒施設等の受注機会の増⼤に資するもの
の、調達決定は⼀般事業者との価格競争
の結果によるもの

（あい路）
・ 会計法令に基づく調達時の競争性の
確保と障害者優先調達推進法に基づく優
先調達の適⽤関係が⽰されていない

（優先調達の⽅法）
・施設等を契約相⼿
⽅に特定した随意契
約や施設等のみに
よる⾒積り合わせ
（10機関）
⇒施設等から着実に
調達可能

・ 過去に調達実績がある施設等以外の新たな調達候補先の
情報が収集しにくく、調達が拡⼤しにくい

・ 優先調達の推進に向けた⽬標管理や改善指導が不⼗分

主な改善通知事項

（情報の収集）
○ 各機関によるホームページで

の情報検索とともに、調達先や調
達品⽬など障害者就労施設等から
の調達に係る情報の各機関での共
有等による情報把握の充実

（調達の⽅式）
○ 障害者就労施設等のみによる

⾒積り合わせなど、障害者就労
施設等から着実に調達できる⼿
段の検討
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２ 障害者への配慮等の推進（ソフト⾯）
制度の概要等

障害者差別解消法(平成28年4⽉施⾏）に基づき、国の⾏政機関は、障害者の社会的障壁の除去について合理的配慮の実施義務
同法に基づく基本⽅針（閣議決定）及び職員が障害者に適切な対応をとるための「対応要領」（各省策定）に基づき、

各省は、①職員に対する研修の実施、②合理的配慮の実施、③相談窓⼝の整備等を実施
今回、同法に基づく取組状況及びバリアフリー化情報等の提供状況を調査

主な調査結果

① 障害者差別解消法に基づく職員に対する研修の実施状況
⇒ 研修を実施すべき43機関中38機関（88.4%）が実施、５機関（11.6％）で実施されず

新規職員及び新規監督者の両者に 新規職員⼜は新規監督者の⼀ （注）各省の対応要領

ついて研修を⾏ったもの２機関 ⽅のみについて研修を⾏った
において新規職員及
び新規監督者に対す

（4.7%） もの等36機関（83.7%） る研修実施が規定さ
れている。

② 障害者差別解消法に基づく合理的配慮の実施状況（調査対象60機関）
対応要領には、合理的配慮の具体例として、来訪した障害者への筆談対応等の適切な対応
のほか、災害・事故発⽣時の障害者の避難誘導が挙げられている

⇒ 各機関は、従来どおり、個別に適切な対応をとることとしているが、
障害者の来訪を想定して避難計画の策定や避難訓練を⾏っている機関なし

③ バリアフリー化情報等の提供
・ 障害を理由とする差別に関する相談窓⼝について⾃らのホームページ等で公表していないもの

（19機関中11機関、57.9%)
・ 庁舎のバリアフリー化情報についてホームページで提供していないもの

（60機関中34機関、56.7%) 
・ ⾝体障害者補助⽝受⼊施設であることを明⽰していないもの（37機関中26機関、70.3%)

主な改善通知事項

職員が障害者差別解消法
についての研修を受講する
機会を確保

災害や事故が発⽣した際
の障害者への誘導等につい
て検討

ホームページ等において
相談窓⼝、バリアフリー化
情報を公表
⾝体障害者補助⽝
の受⼊施設である
ことを明⽰
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３ 障害者への配慮等の推進（ハード⾯（庁舎のバリアフリー化））
制度の概要等

バリアフリー法（平成18年施⾏）等に基づき、国の庁舎については、障害者等に配慮したバリアフリー化基準に適合させる努⼒義務
当局は平成24年度に、バリアフリー化の状況について調査し、①基準不適合事項について改善措置を講じるとともに、②基準適合状況

を⾃ら点検するよう改善意⾒を通知。バリアフリー法の施⾏10年⽬に当たり、今回、その後の改善状況を調査

主な調査結果

① 未改善の事項がある機関が22機関中13機関（59.1％）
76事項中32事項（42.1%）が未改善
改善済事項が皆無の機関も存在
（理由）
改善に向けた事務引継ぎが⾏われていなかったもの（10機関）

② バリアフリー法に基づく基準を踏まえた⾃主点検は、22機関中17機関
（77.3％）で未実施

主な改善通知事項

速やかな改善措置を講じること。

バリアフリー法に基づく基準を踏まえた
⾃主点検を実施すること

主な未改善事項
道路や駐⾞場から受付まで点
字ブロックが全くないもの

⾝体障害者⽤便所の案内表⽰
がないもの

傾斜路が急勾配となっており⼿す
りも設置されておらず⾞いす利⽤

者にとって利⽤しにくいもの

身体障害者用駐車施
設に指定されている場
所

⾝体障害者⽤駐⾞施設を⽰す⽴札等
がない上、雪が堆積していたもの
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（１） ⾃動体外式除細動器（AED）の適切な管理等の推進
制度の概要等

AEDは⼼肺停⽌者が発⽣した場合に使⽤する医療機器であり、厚⽣労働省は、⽇常点検、定期的な講習の実施等を求めている
当局は平成26年度に、国の⾏政機関が管理するAEDの管理状況について調査し、改善意⾒を通知。今回、その後の改善状況を調査

主な調査結果
24機関中19機関（79.2%)改善。⼀⽅、点検業務等に係る引継ぎが適切に

⾏われなかった等から、５機関（20.8%)に不適切な状況
・点検関係：点検記録がなく点検の実施状況が確認できないもの等
・講習関係：共⽤のAEDを設置している庁舎管理官署で⾃機関のみの講習を

実施し、他の⼊居官署職員を対象とした講習が未実施

主な改善通知事項

点検結果を記録し、⼀定期間保管。また、点検
者不在⽇を含め、全ての開庁⽇に点検を励⾏

共⽤のAEDを設置している庁舎管理官署は、多
くの⼊居官署の職員が講習を受講する機会を確保

（２） 受動喫煙防⽌対策の推進
制度の概要等

平成15年に、官公庁等の受動喫煙防⽌が健康増進法で努⼒義務化、⼈事院は各省に喫煙の影響についての職員への情報提供を求める旨通知
平成22年に、厚⽣労働省は、官公庁等は全⾯禁煙とすることが望ましい旨通知
現在、厚⽣労働省は、国際的な動向を踏まえ、官公庁における建物内禁煙の義務化等の対策の強化に向けて調整中

主な調査結果
○ 敷地内禁煙⼜は建物内禁煙を実施している機関は１割未満（37機関中３機関、8.1% ）
○ 全国平均（⼈事院調査）は37.6%であり、道内の国の⾏政機関における受動喫煙対策に遅れ
（未実施の主な理由）

職員の喫煙率が⾼い、上部機関の指⽰がない、屋外喫煙スペースの確保が困難、敷地外での喫煙増加を懸念 等

○ 当局の前回調査で、受動喫煙防⽌の観点から、庁舎⽞関に設置された喫煙コーナーの移動等を
指摘（平成24年12⽉）した４機関はすべて改善（うち２機関は当局指摘を契機に敷地内禁煙に移⾏)

主な改善通知事項
受動喫煙による健康影響等に

関する正しい知識の普及により
職員の意識の醸成を図るととも
に、屋内喫煙室の廃⽌や屋外喫
煙場所の設置の適否を検討




